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令和８年度　帯状疱疹ワクチン定期接種のご案内

　和気町では帯状疱疹ワクチンの予防接種費用を一部助成しています。帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。接種をすることによって、帯状疱疹の発症予防と合併症に対する予防効果が認められています。下記の内容をよくお読みになり、受けられることをお勧めいたします。

◆定期予防接種対象者　　和気町に住民票がある方で、次の年齢の方
1．年度内に６５歳を迎える方　（昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日）
2．令和８年度に下記の年齢に該当される方
７０歳　（昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日）
７５歳　（昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日）
８０歳　（昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日）
８５歳　（昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日）
９０歳　（昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日）
９５歳　（昭和６年４月２日～昭和７年４月１日）
１００歳　（大正１５年４月２日～昭和２年４月１日）

◆接種期間　　　　　　　　　案内状送付後～令和９年３月３１日（今回の案内状を使用しての接種）
※定期予防接種としての期間は1年間ですが、和気町では令和６年度から実施している帯状疱疹ワクチンの任意接種助成事業も継続して実施しているため、定期接種期間を過ぎても、６５歳以上で過去に助成を受けていなければ、町の助成を受けての接種が可能です。(助成金額は生ワクチン４,０００円・組換えワクチン１０,０００円×２回接種分)定期接種の対象者以外で、少しでも早い時期の接種を希望される場合はご利用ください。

◆接種料金　 　　　　　　　　自己負担　生ワクチン　２，７００円　　　組換えワクチン　１回につき７，０００円(2回接種)
[bookmark: _Hlk195005419]※生活保護受給世帯の方は接種料金が無料になりますので、事前に役場にご連絡ください。

[bookmark: _Hlk195618313]◆持参物　　　　　　　　　　　 同封の帯状疱疹ワクチン接種案内状、接種料金、資格確認書またはマイナ保険証

◆接種医療機関　　　 　　　 県内医療機関（裏面に和気・備前の病院を掲載）

◆注意事項　
・案内状は必ず医療機関にご持参ください。持参されない場合、全額自己負担となります。
　・町の助成制度を利用して帯状疱疹ワクチンが接種できるのは、生涯1回のみです。
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